
事  務  連  絡 

令和８年５月 15日 

各都道府県・指定都市・中核市こども政策主管部（局） 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市保育主管課 

各都道府県・指定都市・中核市児童福祉主管部（局） 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

各都道府県・指定都市・中核市乳児等通園支援事業担当課 

各都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市 

認 可 外 保 育 施 設 担 当 課 

各都道府県・指定都市・中核市放課後児童健全育成事業担当課 御中 

各都道府県・指定都市・中核市児童館担当課

各都道府県・指定都市・中核市子育て短期支援事業担当課 

各都道府県・指定都市・中核市子育て世帯訪問支援事業担当課

各都道府県・指定都市・中核市児童育成支援拠点事業担当課

各都道府県・指定都市・中核市地域子育て支援拠点事業担当課

各都道府県・指定都市・中核市子育て援助活動支援事業担当課 

各都道府県・指定都市・中核市母子保健主管部（局）

こども家庭庁成育局安全対策課 

こども家庭庁成育局保育政策課 

こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室 

こども家庭庁成育局成育環境課 

こども家庭庁成育局母子保健課 

こども家庭庁支援局虐待防止対策課 

こども家庭庁支援局家庭福祉課 

こども家庭庁支援局障害児支援課 

環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 

クマの出没に対する保育施設等での安全確保について

このことについては、「クマの出没に対する保育施設等の安全確保について」

（令和７年 10月 31日付事務連絡）にて周知等をしたところですが、昨秋同様、

春になり全国の様々な地域において、市街地や集落など人の生活圏でのクマの

目撃情報等が発生しております。例年春から夏にかけてのクマの出没情報数は

６月が多くなる傾向があり、引き続きクマ出没に対する保育施設等での安全確

保や不安解消についての対応が求められているところです。 

クマの出没に対する保育施設等でのこどもの安全確保については、上記事務



連絡の発出を通じて、日常的に利用する施設外の場所や経路の点検・変更等の安

全対策の実施や、緊急的な対応を想定したマニュアルを活用したクマ出没時の

安全対策や連絡体制の構築など、各地域の実情に応じた対策の検討について、環

境省作成の「クマ類の出没対応マニュアル－改定版－」や地方公共団体における

取組事例を交えて周知しております。 

上記資料等に加え、本年３月の環境省作成「―クマによる人身被害事例から―

クマに出会わないためにできることや出会ってしまった時の対処について」（別

添）や都道府県や市町村が公表している出没情報等も参考に、引き続き、日頃か

らクマの出没情報に留意し、必要に応じて、日常的に利用する施設外の場所や経

路の点検や変更、クマの出没時の安全対策など、各地域の実情に応じた対策を検

討いただくとともに、保護者等に対し送迎時や日常生活における注意喚起をお

願いします。 

また、対策の検討に当たっては、地方公共団体の鳥獣行政担当部局や警察等の

関係機関と連携・協力を図るなど、クマの出没時に迅速かつ的確に対応できるよ

う対応の検討・体制整備に努めるようお願いします。 

クマ対策については、クマ出没時の安全確保や避難誘導体制の充実等に取り

組む場合や、クマ対応に必要となる消耗品（例：クマ鈴、クマ用ベル、ホイッス

ル等）の購入を行う場合に、保育所等の公定価格における「施設機能強化推進費

加算」や児童養護施設等の措置費における「施設機能強化推進費」等の対象と認

められる場合があります。 

（別添） 

「―クマによる人身被害事例から―クマに出会わないためにできることや出会

ってしまった時の対処について」令和８年３月環境省作成 

（参考１） 

「クマ類の出没対応マニュアル－改定版－」令和３年３月環境省作成 

（参考２） 

「熊の出没による人身被害防止のための対応について（通達）」令和７年 10月

24日警察庁

（参考３）

国民向けのクマに関する情報（環境省 Web サイト） 
※都道府県が提供するクマ出没情報を掲載

https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5-4a/pdfs/manual_gaiyou.pdf
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/chiiki/chiiki20251024.pdf
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/chiiki/chiiki20251024.pdf
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-info-citizen.html


【問合せ先】 

● 事務連絡全般に関すること
こども家庭庁成育局安全対策課事故対策係
Tel:03-6858-0183

● 保育所、認定こども園（幼稚園型を除く）及び地域型保育事業に
関すること
こども家庭庁成育局保育政策課企画法令係
Tel:03-6858-0058

● 保育所等の公定価格における施設機能強化推進費加算に関するこ
と
こども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室給付第一係
Tel:03-6858-0126

● 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）、一時預かり事業に
関すること
こども家庭庁成育局保育政策課地域支援係・地域保育係
Tel:03-6858-0078

● 認可外保育施設に関すること
こども家庭庁成育局保育政策課認可外保育施設担当室指導係
Tel:03-6858-0133

● 放課後児童クラブ、児童館に関すること
こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係
Tel:03-6861-0303

● 子育て短期支援事業、子育て世帯訪問支援事業及び児童育成支援
拠点事業に関すること
こども家庭庁成育局成育環境課家庭支援係
Tel:03-6861-0224

● 地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業（ファミリー・
サポート・センター事業）に関すること
こども家庭庁成育局成育環境課子育て支援係
Tel:03-6861-0519

● 産後ケア事業に関すること
こども家庭庁成育局母子保健課母子保健係
Tel:03-6862-0413

● 児童相談所に関すること
こども家庭庁支援局虐待防止対策課児童相談第一係
Tel:03-6859-0107

● 児童養護施設等に関すること
こども家庭庁支援局家庭福祉課企画係
Tel:03-6859-0713

● 児童養護施設等の施設機能強化推進費等に関すること
こども家庭庁支援局家庭福祉課措置費係
Tel:03-6859-0137

● 障害児通所支援事業及び障害児入所支援に関すること
こども家庭庁支援局障害児支援課企画法令係
Tel:03-6861-0062

● クマ類の出没対応マニュアル等に関すること
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
Tel:03-5521-8285
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